
Ⅵ．教訓（２８項目）への取組み  
 

6 月報告書に示した 28 項目の教訓について、我が国は全力で取り組

んでいるところである。各項目の進捗状況は一律ではなく、それぞれ

の項目によって、既に実施済みであったり、現在実施中のもの、さら

には今後新たに計画して取り組んでいくものなど、それぞれの進捗の

状況は異なっている。我が国としては、原子力安全確保の上で最も重

要な基本原則である深層防護の考え方を基礎にして、それぞれの項目

について、着実かつ徹底的に取り組むことにより、今回のような事故

の再発を防止することにしている。なお、原子力安全・保安院は、事

業者に対して、3 月 30 日以降、本件事故に関してその時点で判明して

いることを基にして、当面の緊急的な措置を指示してきているところ

であるが、教訓のそれぞれに対応すべき内容は、今後さらに国内外の

幅広い知見を踏まえて精査し充実強化させていく必要があると考えて

いる。  
 
 来年 4 月を目指して、原子力安全庁（仮称）の設置による新しい安

全規制組織・体制を整備することとしており、この新たな体制による

より強化された安全規制への取組みとこれらの教訓への具体的な対応

は密接に関連するものであり、適切な整合性をもって進めることとし

ている。  
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（第 1 の教訓のグループ）シビアアクシデントの防止  

 
(1) 地震・津波への対策の強化  

今回の事故の起因となった津波による被害は、津波の発生頻度や高

さの想定が不十分であり、大規模な津波の襲来に対する対応が十分な

されていなかったためにもたらされたものである。このため、原子力

発電所の津波に対する対策が最も重要な課題の一つとなっている。  
地震と津波への対策については、本報告書にも示しているように、

原子力安全基盤機構（JNES）等の機関が福島原子力発電所の事故の起

因となった東北地方太平洋沖地震とそれによる津波の発生メカニズム

等について詳細な検討を進めているところである。このような知見を

今後の原子力施設の地震と津波の対策に活かすことにしている。  
特に津波に対する対策が我が国にとっての最重要の課題であり、国

の中央防災会議は本年 6 月 26 日に今後の津波防災対策について、最大

クラスと頻度の高いクラスの 2 つを想定して津波対策に取り組むこと

などを含めた基本的考え方を提言した。  
原子力安全委員会は、地震と津波に関する指針類の見直しに着手し

ており、中央防災会議の提言や土木学会における検討状況等も参考に

しつつ、検討を進めている。  
原子力安全・保安院は、このような状況を踏まえて、深層防護の観

点から、十分な再来周期を考慮した津波の発生頻度と十分な高さを想

定する設計基準や津波のもつ破壊力を考慮した構造物等の安全設計基

準等について検討を開始した。  
  

(2) 電源の確保  
 今回の事故の大きな要因の一つは、必要な電源が確保されなかった

ことである。原子力安全・保安院は、事業者に対して具体的な電源の

確保を求め、事業者は、既に緊急時の原子炉冷却に必要な電力を供給

する電源車の配備、原子炉冷温停止時の非常用ディーゼル発電機の電

源容量確保（他号機からの非常用電源の融通）、原子炉建屋における重

要機器の設置場所の浸水対策（貫通部等や扉のシール化等）、電力系統

の信頼度の評価などを実施した。  
さらに現在、事業者は、大型空冷式非常用発電機、非常用空冷式ガ

スタービン発電機の設置、電力系統の供給信頼性評価結果を踏まえた

供給信頼性向上対策（送電線の補強等）、開閉所等の津波対策、送電鉄
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塔の倒壊対策、開閉所設備の耐震性強化に取り組んでいるところであ

る。また、今後の取組みとして、蓄電池の大容量化や非常用電源の燃

料タンクの耐震性強化なども計画している。  
 
(3) 原子炉及び格納容器の確実な冷却機能の確保  
 原子炉及び格納容器の冷却機能が失われたことが今回の事故の重大

化につながった。このため、具体的な対応として、原子力安全・保安

院の指示の下、事業者は、冷却水を給水する代替・外部注水資機材（ポ

ンプ車・消防車・ホース・接続部品等）の配備、淡水タンクの容量確

認、海水を水源とする給水方法の整備などを実施した。  
さらに、現在、冷温停止への迅速な移行を行うため、早期の復旧を

行える海水系冷却ポンプ・電動機の予備品、仮設ポンプの確保や海水

系冷却系を駆動できる大型空冷式非常用発電機等の設置を進めている。

また、今後の取組みとして大規模淡水タンク等の耐震強化なども計画

している。  
 
(4) 使用済燃料プールの確実な冷却機能の確保  

今回の事故では、電源の喪失により使用済燃料プールの冷却ができ

なくなる事態に至った。原子力安全・保安院の指示の下、事業者は、

電源喪失時においても使用済燃料プールの冷却を維持できるよう、使

用済燃料プールへの冷却水の給水を行う代替・外部注水資機材（消防

車・ホース・接続部品等）の配備、淡水タンクの容量確保、海水を水

源とする給水方法の整備などを実施した。  
また、今後の取組みとして使用済燃料プールの冷却系配管の耐震強

化なども計画している。  
 
(5) アクシデントマネジメント（ＡＭ）対策の徹底  

今回の事故において、アクシデントマネジメント対策が不十分であ

ったことが明らかになり、今後、アクシデントマネジメント対策の強

化に徹底して取り組むことにしている。  
原子力安全委員会は、今回の事故のために中断していたアクシデン

トマネジメント対策の高度化のための検討を再開した。また、原子力

安全・保安院は、全交流電源喪失時や海水系冷却機能の喪失時に原子

炉の安定冷却を可能とする緊急時対応手順等についての保安規定の整

備と技術基準の解釈の追加・明確化を行った。今後、原子力安全委員

会における検討結果を踏まえ、アクシデントマネジメント対策の法令
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要求化のための作業を実施する計画である。また、より効果的なアク

シデントマネジメント対策を構築していく上で、確率論的安全評価手

法を用いることも計画している。  
 
(6) 複数炉立地における課題への対応  
 今回の事故では、複数の号機で同時に事故が発生するとともに、一

つの原子炉の事故の進展が隣接する原子炉の緊急時対応に影響を及ぼ

すなど、複数炉がある発電所の事故対応の問題が露呈した。このため、

原子力安全・保安院の指示の下、事業者は、号機毎に独立した責任体

制、事故対応体制、手順の整備などを実施した。今後は、複数炉立地

における各原子炉の工学的な独立性をより確実なものにするための方

策を検討する計画である。  
 
(7) 原子力発電施設の配置等の基本設計上の考慮  

今回は、使用済燃料プールが原子炉建屋の高い位置にあったことか

ら事故対応に困難が生じることとなった。また、原子炉建屋の汚染水

がタービン建屋に及び、建屋間の汚染水の拡大を防ぐことができなか

ったことなどが生じた。このため、原子炉新設等における基本設計に

おいては、原子力発電所の施設や建屋の適切な配置等に十分に配慮す

ることを求めることとして、その検討の具体化を計画している。  
 
(8) 重要機器施設の水密性の確保  

今回の事故では、多くの重要機器施設が津波で冠水して、電源の供

給や冷却水の確保に支障をきたす事態に至った。このため、大規模な

津波の襲来等に対して、重要機器施設の水密性を確保できるようにす

ることが重要となる。原子力安全・保安院の指示の下、事業者は、原

子炉建屋における重要機器の設置場所の浸水対策（貫通部や扉のシー

ル化等）などを実施した。また、現在、原子炉建屋の水密化や水密扉

の設置等を進めている。  
 
（第 2 の教訓のグループ）シビアアクシデントへの対応  

 
(9) 水素爆発防止対策の強化  

今回の事故では、水素による爆発が起こったことが事故をより重大

なものとした。このため、原子炉建屋も含めて水素爆発対策の強化が

重要な課題となった。  

VI章

VI-4



沸騰水型軽水炉（BWR）については、原子力安全・保安院の指示の

下、事業者は、水素が原子炉建屋に漏れ出した場合の対策として、建

屋屋上に穴あけによる排気口を設けることとし、既にその作業ができ

る体制を整えた。また、今後の中長期的な取組みとして、原子炉建屋

の頂部に水素ベント装置を設置すること、原子炉建屋内に水素検知器

を設置することなどを計画している。  
加圧水型軽水炉（PWR）については、原子力安全・保安院の指示の

下、事業者は、水素が格納容器からアニュラス部に漏えいした場合に

既に整備されているアニュラス排気設備によって水素を確実に外部へ

放出できることの確認を行った。また、今後の中長期的な取組みとし

て、電源を用いない静的触媒式水素再結合装置等の格納容器内の水素

濃度を低減させる装置を設置する計画である。また、アイスコンデン

サ型格納容器を有する原子炉については、水素が格納容器に漏れ出し

た場合に既に格納容器内に整備されているイグナイタ（水素燃焼装置）

の作動が確実になされることを確認した。この確認には、全交流電源

が喪失しても電源車からの給電によりイグナイタを運転できることが

含まれている。  
 
(10) 格納容器ベントシステムの強化  

今回の事故では、シビアアクシデント発生時の格納容器ベントシス

テムの操作性やその放射性物質除去機能に問題があった。原子力安

全・保安院の指示の下、事業者は、当初の措置として、交流電源喪失

時においてもベントラインの弁操作を可能とする空気弁用アキュムレ

ーター予備機や可搬コンプレッサーの設置などを実施した。また、こ

れらの当初の取組みに加え、今後さらに、放射性物質除去の強化など

国内外の技術知見を広く検討して格納容器ベントシステムの強化に取

り組んでいくこととしている。  
 
(11) 事故対応環境の強化  

今回の事故時においては、中央制御室の放射線量が高くなったため、

一時は運転員が中央制御室へ立ち入れなくなるなど、様々な面で事故

対応活動に支障を来した。原子力安全・保安院の指示の下、事業者は、

構内通信手段の確保（構内 PHS 通信設備の電源供給、トランシーバー）、

可搬式照明装置の確保、中央制御室の作業環境の確保（電源車による

換気空調系設備への電力供給）などを図った。また、現在、構内 PHS
装置等の高所への移設等を進めるとともに、緊急時対策室の機能強化
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や事務棟の耐震強化なども計画している。  
 
(12) 事故時の放射線被ばくの管理体制の強化  

今回の事故においては、放射性物質の放出によって発電所内の線量

が高くなり、適切な放射線管理が困難になった。このため、原子力安

全・保安院の指示の下、事業者は、事故発生時の初期段階に必要な高

線量防護服の発電所への配備、高線量防護服、個人線量計、全面マス

クなどの事業者間での相互融通、緊急時に放射線管理要員が放射線管

理上の重要な業務に専念できる体制の構築、緊急時の放射線管理に関

する社員教育の充実などを実施した。  
 
(13) シビアアクシデント対応の訓練の強化  

シビアアクシデントが発生した場合における実効的な訓練はこれま

で十分に行われてはこなかった。今回の事故においても、事前の訓練

の実施によってより的確な対応ができた可能性がある。このため、原

子力安全・保安院の指示の下、事業者は、本年 4 月に、各発電所にお

いて、全交流電源喪失、海水系冷却機能の喪失、津波の襲来等を想定

した緊急時対応訓練を国の立会の下に実施した。  
また、国は、一次冷却材配管破断事故等に起因するシビアアクシデ

ントの発生とその長期化・深刻化を想定した緊急時対応訓練の実施を

事業者に求めていく。さらに、国においても、今回の事故のように複

合災害と同時に発生するシビアアクシデントを想定した実践的な原子

力総合防災訓練を検討し、地方自治体が行う訓練に対しては、国とし

て必要な助言等の支援・協力を行っていく計画である。  
 

(14) 原子炉及び格納容器などの計装系の強化  
今回の事故においては、シビアアクシデントが発生した状況の下で、

原子炉と格納容器の計装系が十分に働かず、事故対応に必要な原子炉

の水位等の情報を的確に確保することが困難であった。このため、シ

ビアアクシデント発生時にも十分機能する原子炉・格納容器計装系、

使用済燃料プール計装系等の開発・整備を計画している。  
 
(15) 緊急時対応資機材の集中管理とレスキュー部隊の整備  

今回の事故の発生当初では、地震・津波による被害が生じる中で、

緊急対応用資機材の確保や事故管理活動を支援するレスキュー部隊の

動員を十分に行うことができなかった。このため、原子力安全・保安
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院の指示の下、事業者は、緊急時対応資機材（電源車、ポンプ車）の

整備・管理、運用する実施部隊の整備、瓦礫処理のための重機や高放

射線量下での作業を防護するマスク、防護服等の整備とそれらの事業

者間での共有化、相互融通の体制構築などを実施した。  
また、ロボット、無人ヘリ、重機、除染機材、事故進展予測システ

ム等の緊急時対応用の資機材等の整備や自衛隊、警察、消防、海上保

安庁等の訓練を通しての能力向上等を図ることなどを計画している。

さらに、新しい安全規制組織においては、緊急事態に対応する専門官

の設置などにより危機管理への対応の体制を強化することにしている。 
 

（第３の教訓のグループ）原子力災害への対応  
 
(16) 大規模な自然災害と原子力事故との複合事態への対応  

今回は、大規模な自然災害とともに原子力事故が発生し、複合災害

となった。また、原子力事故が長期化したために、通信連絡手段や物

資調達方法の確保、事故や被災対応に関する各種の支援人員の動員な

どにおいて支障を来した。このため、オフサイトセンターについて、

衛星電話や非常用電源の整備、物資の備蓄を強化することなどにより、

同センターの機能強化を図るとともに、オフサイトセンターの機能を

移転せざるを得ない事態においても、直ちに代替施設が利用できるよ

うに代替資機材の整備などを計画している。さらに、複合災害への対

応について関係省庁の即応体制や指揮命令のあり方の見直しなどを府

省横断的に検討していく。  
 

(17) 環境モニタリングの強化  
今回の事故当初においては、地方自治体の環境モニタリング機器・

設備等が地震・津波によって損害を受けたことなどにより、適切な環

境モニタリングができない状況となった。このため、現在、関係省庁、

自治体及び事業者が行っている環境モニタリングの調整とその円滑な

実施を行うため、政府部内に「モニタリング調整会議」を設置し、当

面の取組みとして、「総合モニタリング計画」を策定した。本計画に基

づき、航空機モニタリング、海域モニタリング、緊急時避難準備区域

の解除に向けた放射線モニタリング等の実施や積算線量推定マップや

放射線量等分布マップ等の作成に関係機関が連携して取り組んでいる。 
また、緊急時においては、国が責任をもって環境モニタリングを確

実かつ計画的に実施する体制を構築することとし、新しい安全規制組
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織に環境モニタリングの指令塔機能を担わせることとしている。  
 

(18) 中央と現地の関係機関等の役割の明確化等  
事故当初、情報通信手段の確保が困難であったことなどから、中央

と現地を始め、関係機関等の間の連絡・連携が十分でなく、また、そ

れぞれの役割分担や責任関係が必ずしも明確ではなかった。このため、

今回の事故対応においては、現地における事故対応の拠点として、Ｊ

ビレッジや小名浜コールセンターを活用し現地における事故対応の拠

点を構築した。また、中央においては、政府・東京電力統合対策室、

被災者生活支援チームや放射性物質汚染対策室を設置するなど、関係

機関が連携して取り組む体制を構築した。  
今後は、原子力災害対策本部を始めとする関係機関等の責任関係や

役割分担について、迅速かつ適確に対応を行うことができるよう見直

すこととし、必要に応じて法令改正、マニュアル改定等の措置を講じ

ることとしている。また、情報伝達を迅速かつ確実に行えるよう、連

絡手段、経路等の連絡体制を見直すことを計画している。さらに、原

子力災害時に用いるテレビ会議システムについて、政府関係機関と全

ての電力事業者、原子力発電所を接続し、緊急時の指示と情報収集を

確実かつ迅速に行えるように整備を進めることを計画している。  
 

(19) 事故に関するコミュニケーションの強化  
特に今回の事故の当初においては、周辺住民等への的確な情報提供

や放射線、放射性物質等についての分かりやすい説明、リスクの見通

しまで含めた情報公表などについて、十分な対応がなされてこなかっ

た。このため、周辺住民等に対しては、福島県の住民を中心として事

故の状況や放射線による健康影響等について「ワンストップ相談窓口」

を設置して相談に応じることなどを実施してきている。また、国民へ

の情報公表については、原子力安全・保安院や原子力安全委員会など

関係機関合同による定期的な記者会見などを実施してきている。  
今後は、これまでの福島原子力発電所事故に関する情報公表等の実

績や国内外の様々な事故におけるコミュニケーションの事例も踏まえ

ながら、大規模な原子力事故における情報公表・提供等のあり方を検

討して、基本的なマニュアルをとりまとめるとともに、それに基づき、

関係者の情報公表・提供等に関する教育や訓練を実施することなどを

計画している。  
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(20) 各国からの支援等への対応や国際社会への情報提供の強化  

今回の事故の発生後、海外各国からの資機材等の支援の申出への対

応、国際社会への情報提供などにおいて、十分に対応できないところ

があった。このため、事故時に近隣国等に直ちに通報を行うため、近

隣国等のコンタクト・ポイントを明確化した。今後、必要に応じて更

新を行い、国際社会に対して常に迅速かつ正確な情報提供を行うこと

を確保していく。  
また、事故時の国際的な対応に関して、事故対応時に効果的な資機

材リストの作成、国際的な通報の仕方の整備等の情報共有のあり方を

含め、 IAEA の原子力安全行動計画の実施等を通じて国際的な原子力

安全強化の取組みが進展してくものと考えられる。我が国はこのよう

な国際的な取組みに積極的に貢献していく。  
 

(21) 放射性物質放出の影響の的確な把握・予測  
今回の事故において、緊急時迅速放射能影響予測ネットワークシス

テム（SPEEDI）については、その活用や計算結果の公開のあり方等

において十分でないところがあった。このため、政府は、4 月以降、

SPEEDI の計算結果については公開し、さらに 6 月以降、福島原子力

発電所における原子炉建屋開放に伴う環境への影響評価や、住民の外

部被ばく線量の推定のために必要なモニタリングデータが十分取得で

きていない事故初期段階についてデータを補足するために SPEEDI を
利用し、その結果を迅速に公開している。  

今後は、新しい安全規制組織が SPEEDI の運用を含めた環境モニタ

リ ン グ の 司 令 塔 機 能 を 担 う こ と に な っ て お り 、 そ れ も 踏 ま え て

SPEEDI のより効果的な活用のあり方について見直しを進めていく計

画である。  
 

(22) 原子力災害時の広域避難や放射線防護基準の明確化  
今回の事故の長期化に伴う広域避難や放射線防護の対応について、

事前の原子力災害対応の基準等の整備が十分でないところがあった。

このため、関係行政機関は、今回の事故を踏まえた放射線防護の基準

等のあり方について検討を進めることにしている。また、原子力安全

委員会は、防災対策を重点的に充実すべき地域の範囲（EPZ）のあり

方も含めた原子力防災対策の指針の見直しを開始した。  
我が国は、今回の事故の対応の経験を国際放射線防護委員会（ ICRP）

VI章

VI-9



や IAEA の原子力防災や放射線防護の基準の検討に効果的に反映でき

るよう取り組むこととしている。  
 

（第４の教訓のグループ）安全基盤の強化  
 
(23) 安全規制行政体制の強化  

これまで、原子力の利用と規制についての行政組織が一体であるこ

とや、原子力安全確保に関係する行政組織が一元化していないことな

どにより、災害を防止し、国民の安全を確保することに第一義的責任

を有する者の所在が不明確であった。このような体制を見直し、原子

力安全に関する規制体制を強化することは迅速に行う必要がある。  
このため、政府は、本年 8 月 15 日の閣議において、「原子力安全規

制に関する組織等の改革の基本方針」を決定し、新たな安全規制組織

を整備することとした（添付 VI-1、添付 VI-2）。具体的には、これま

での国際社会における議論を踏まえつつ、「規制と利用の分離」の観点

から、原子力安全・保安院の原子力安全規制部門を経済産業省から分

離・独立させ、原子力安全委員会の機能も統合し、環境省の外局とし

て「原子力安全庁（仮称）」を設置すること、原子力安全規制関係業務

を一元化することにより規制機関の機能向上を図ること、原子力安全

庁（仮称）が円滑な初動対応を行えるよう危機管理専門の体制を整備

すること、業務の的確な遂行のため官民を問わず質の高い人材の確保

に努めることなどを推進し、2012 年 4 月に原子力安全庁（仮称）を設

置することを目指す。また、8 月 26 日には、新組織設置のための必要

な法案作成などを行うため、「原子力安全規制組織等改革準備室」を立

ち上げた。  
 

(24) 法体系や基準・指針類の整備・強化  
今回の事故を踏まえて、原子力安全や原子力防災の法体系及び関係

する基準・指針類の整備について様々な課題が出てきている。また、

今回の事故の経験を踏まえ、 IAEA の基準・指針に反映すべきことも

多く出てくると見込まれる。このため、事故から得られた知見を基に、

新たな安全規制の仕組みの導入（バックフィット等）、安全基準の強化、

複雑な原子力安全規制法体系の整理を含め、原子力安全や原子力防災

の法体系・基準等の見直しを進める計画である。また、今回の事故の

解析に基づき、原子炉の基本設計等に関する詳細な評価や、炉型と事

故要因との関係の検証を行うとともに、原子炉設計の技術進歩を踏ま
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え、最新の技術と比較しつつ、既設炉の安全性・信頼性に関する評価

を進めていく計画である。また、今回の事故から得られた我が国の経

験・知見を、 IAEA の基準・指針の検討に積極的に提供していくこと

としている。  
 

(25) 原子力安全や原子力防災に係る人材の確保  
今回のような事故の対応において、原子力安全や原子力防災に係る

人材の育成が極めて重要であることが改めて認識された。このため、

新しい安全規制組織においては、研修等の強化により規制に係る高度

な人材の確保に努めることを基本方針の一つとし、職員の質の向上や

国際協力も視野に入れた研修機関として、国際原子力安全研修院（仮

称）を設立することを検討する。また、産学官の関係機関の協力によ

り設立された「原子力人材育成ネットワーク」の取組みをさらに推進

することなどによって、原子力安全・危機管理、放射線医療などの分

野の人材育成の強化を進めていくこととしている。  
 

(26) 安全系の独立性と多様性の確保  
安全系の信頼性の確保については、地震、津波等に起因する共通原

因多重故障を避けることへの対応が不足していた。また、独立性や多

様性の確保が十分でなかった。このため、非常用発電機や海水冷却系

の種類や設置場所等において独立性や多様性を確保することなど、共

通原因多重故障への的確な対応と安全機能の一層の信頼性向上を図る

とともに、安全系の独立性や多様性の確保を強化する計画である。  
 

(27) リスク管理における確率論的安全評価手法（PSA）の効果的利用  
原子力発電施設のリスク低減の取組みを体系的に検討する上で、こ

れまで PSA が必ずしも効果的に活用されてこなかった。このため、原

子力安全・保安院及び原子力安全基盤機構（JNES）において、PSA
の活用を前提に法令や基準等の改正案の検討に着手している。また、

津波 PSA については、日本原子力学会において、ガイドラインの作成

を進めている。さらに、PSA に基づく効果的なアクシデントマネジメ

ント対策を含む安全向上策を構築する計画である。  
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（第５の教訓のグループ）安全文化の徹底  
 
(28) 安全文化の徹底  

今回の事故において、改めて原子力安全の根幹である安全文化の徹

底が強く認識されたところである。このため、今回の事故への様々な

対応もよく精査し、原子力事業者や安全規制に携わる者が組織や個人

の両方において、新しい知見の把握などに真摯に取り組む姿勢の再構

築を図ることとしている。  
原子力安全文化をそれぞれの組織と個人がしっかりと我がものとす

ることは、原子力安全に携わる者の出発点であり、義務であり、かつ

責任である。安全文化がないところに原子力安全の不断の向上はない

ことを、今後の我が国の安全確保の原点にすることを改めて様々な形

で確認し、実現していくこととしている。  
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